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参 考 資 料 Ⅰ

｢第3回 歴史文化をめぐる地域連携協議会｣レジュメ集

(※当日のレジュメを縮小して収載しています)
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■第3回歴史文化をめぐる地域連携協議会についての趣旨説明

地域遺産 をどのよ うに見るか

神F一大半文や郎助教授､連携セノタ一事業Flイf:者 奥村 弘

〇本協議会のねらい

it庫県 卜､阪神間以外での自洲 本合仰U)急速な展開のなかで地域遺産がとclj上うな状況に

あり､私たちがその伏在活用をとcT)ようにすすめてく-きかを考える場 と十る

過去cT)自治体filJFに とる地域通産の消滅U)例-神戸｢fICl)例.姫路巾の例

子j政 サ--ヒスU〕 椴的向 1-と地域U〕特化強調とU)間のオ偵

地域連携t7/クーW)アンケー トH=JS盃から

○地域遺産という考え方について

阪神淡路大嶺災が碓牛Lた 1995年ころから､U本‡土台において､榊やFr]給体が指定

する重要文化財や臼治体措定の文化財とことなる付置-3けをもつた､地域文化遺産もLく

は地域歴史遺産とい う概念が拡人

2()01年 7月､LJ,]関村の Fr災'.如 ､f-,文化遺産と地域をまもる検討委員会｣は､･~地寮

災畠から文化遺産と地域を圭もる対策のありノ机 を取りまとめたが､このLrlで文化遭握に

ついて､｢文化遺産は法経で規走されている文化財だけでなく､広い苦味で性史的な汝観
や妻らなみ等空｢和的なもU)を含めるものとするU 丈化遺産と地域をあわせてまもろという

考え小二おいては､地域の核とLて認識されている文化遺産であれば､それは世界過度､

別宅なとに限定する必要はないと考えられる そこで､本ありカにおいて対象とする丈化

過度は､LIP_界遺産.同′巨､重要文化財等U)指定されたもげ)だけでなく､人指hlJ)文化通横
車J含め地域G')核となる上うなものとする｡･と述へる

地域にとってかけがえV)ない幸.L7)であると考えられている｡たとえば地域自治会U)記≦封も

今岡とこにい,'てもf7IとするもU)であるc LかL､そこに記録された地域の出来軌 j:､そ

Lf)記紙にLか残されていない｡その地域にとっては､他のヰ)olと代見難いも01であり､こ

れらが全体として地域cT)文化遺慮となっていく

※地域遺産は単に ｢ある｣のではなく､地域の文化の継承とともに価値を増 していく存在

○地域遺産が活用される社会を考える

昨年の大水矧 こよる県 卜L7)被災状況からわか-つてきたこと

地域U)lii.I+史文化の解体の佃機の拡大

.守滴詩化､コ ミュニティーの解体による記憶cT)継承力の低 F

新たな地域文化U〕ためU)システムつくりのための考え方､LL体的力蛙の交流U)少なさ

他方で新たな地域遺産をJT占用Lた新たな地域文化形成の動き

日本各地で進められている実践を学び､そrLを歴史文化に関係する自治体､住民,

研究省/)りt有Lていくことの重要他 -lil)岬にそれは肝史遺産U)防災へ
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第3回歴史文化をめくる地域連携協議会

2005130

｢市町合併と文化財行政に関するアンケート｣から

神戸大学文学部地Ⅰ或連携センター

佐々木和子

1､アンケ-トの概要

実施年月日 2004年 〔平成16)8月

対象 兵庫県内合1井協議芸関係自J台体文化財担当者 60市町

内容 市町合併に伴う文化財行政の現状と課題 【資料】

回等 30市町 (50%)

* 9月～10月 10市町訪問調査

2､アンケートの【司害から

保存資料の種別 原文書 20(66 7%) 報告壬 23〔76 7%) 地域に関する音籍 25

(833%) 写真 21(70%〕 ビデオ 9(30%) 民兵 23(76 7%) 出

土iA物 30(1(:X⊃%) その他 9(30%)

保存基準の有無 有 5市町 (16.7%) 無 25市町 (833%)

* 百 〇〇町に関する資料〔1)､出土遺物について県教委の規定準用〔

定〔1)

無 地域にとって重要なもの(2).自′.引手史に関するもの(1)

｣L豊艶皇ぬま邑墾壁

合併自治体間の公的交流 有 21市町 (70%) 無9市町 (30%)

合併後の書実題

合併後のii料の事約化をどう図って行くか73†課哲

当町は現在､事預担当書の み【埋蔵文化財として発掘した成果品についても倉庫保管しているのか現

状新自′台体での取り組みに朋待

行政の力関係により諸派がなかなか噛み合わないこと

現在すでに生じている文化財対応体制の′A淡をt:のように克服してい<か
旧市町の行政文書が合併後にきちんと保存eLれて行くかび邑実態

合併後の人員配苛

これまでは1人が社会教育全般をカバー｡専門的に対応出来る部分が生じるのではと期待する

合併後数年かけて縮小していく計画があり､十分な対応が出来な<なる可能性がある

大学への期待

住民対象措座への講師〟riEli漣

古文舌等の史料 ii矧こ対してデジタル化保存C池1戒における歴史資料のデータベース化

古文書の悉皆調査等に関する指g者派遣や梅岩艶美拷

大学が地上戒に対してどのような活動が可能なのか､具体的に知らせて欲しい
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市町合併と文化財行政に関するアンケー ト

(自治体名 市町､担当部局 ､担当者 )

A貴自治体で保存されている歴史資料と活用状況について教えてください｡

1､鼻自治体ではどのような地域歴史資料を保存 していますか (いくつでも○印をしてく

ださい)D

･原文書 ･報告者 ･地域に関する書籍 ･写真 ･ビデオ ･民具 ･出土辻物

･その他

2､1に関して､保存の際の基準はありますかQ

･有 (

･無

3､貴自治体では住民を担い手とした地域歴史資料を活かした取組みが行われていますか｡

(例 市 (町)史を詠む会､市 (町)史で収集された古文書を読む会等)

B現在合併協態が行われている自柏体と既に合併が行われた目指体双方の方に､合併時の

地域歴史資料保存や文化財行政についてお聞きします｡

1､合併予定自治体の文化財担当に関する協議会や公的な交流がありますか (ありました

か)｡
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2､地域歴史資料保存や文化財行政をめぐり､合併協議会の中で生じた間額や合併後に予

想される課題等があれば自由にお手きください｡

3､合併後の文化財担当部局がどうなるか､担当者の人的配置がどうなるか (どうなった

か)わかる範鮎でお書きください｡

4､地域歴史資料の保存や活用について､大学に期待される役割はどのようなものですかO

(例 住民対象講座-の汁師派遣､資料の一時保管に関する相談業務等)

*以上です｡ご協力ありがとうございました｡

同封の封筒で8月 31日までにご返送ください｡

なお､アンケー ト結果については､報告書等で自治体名を伏 して公表する予定ですC

問合せ先 神戸大学文学部地域連携センター (担当 佐々木)

Th 078-803-5566 (兼FAX)

maLlareac@11tkobeuacJp
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地蛾の歴史文化資産の活用

一 市町村合併のh 向を踏まえて 一

兵庫県教育委員会文化財室

村上 裕道

1はじめに

1990年代以降､政治 ･経済のグロー-ル化の一方で､人々は精神的な拠 り所として身近

な地域の歴史文化遺産-の関心を高めている｡また､文化庁による ｢文化意識調査(1993

午 )｣よれば､約 9割の者が歴史文化遺産の保全に肯定的であったOまた､2001年の全国

の保存活動団体の同調査では､700近い団体が､ガイ トボランテ ィアから市町村と個別の

組織を結ぶ中間支援団体まで幅広い活動をしていることが理解できた0

成熟社会の進展とともに､地域活性化の核として歴史文化遺産を活用して､あらたな創

造的活動の源 とすることが試みられているoまた外部資本に依存した画一的な地域開発が

限界に達している中で､地域で継壊されてきた歴史文化遺産を地域の脊源として観光等､

地域の産業振興に役立てる試みも行われている,

地域文化の象徴である歴史文化遺産を様 々な方法で ｢圭ちづくり｣｢ひとづ くり｣に活
用 し､｢ふるさと文化の創造的伝承｣を推進する時期が到来した｡

2伝統文化の状況

歴史文化遺産の内､比較的地域の空間 .人と結びつきの大きい 『無形民俗文化財』につ

いて､地域の受容状況を調-たところ､下記の変遷を示 した泳10

戦後の政治経済や社会情勢の激変による村落共同体の変容､青年層の流出､さらには近

年の少子高齢化等の影響により､伝承組織が大きく変化したo中世起源の官座の形態を按

す上鴨川住吉神社 (社町)の ｢神事舞｣等では､構成員の不足から分家の長男にも講への

参加を許すなと､伝承組織の緩和措置が見られるっ木津住吉神社 (篠LLJrF)の ｢田楽踊 り｣

では､1952年に村全戸に宮頭を解放 し､希望により良男の加入を認めるまでになっているJ

また､淡路人形浄瑠璃 (三原郡)のように小中高校生-の芸能教育､プロのための人形座

設立なと地域をあげて芸能を伝えるものも現れている等､芸態の保持を優先する姿は､結

果として伝統文化を地域住民の粋としての役割を増 している｡

この傾向は近年特に顕著となっているようであるo神戸市東灘区では､2000年4月 29

E]に三十基のだん じりが練 り歩いたn同区は簾災により新しい住民が増え､だんじりの曳

手が不足していたが､同区役所が ｢だん じりは地域活動を育てる有力な装置｣と認熟 し､

｢東灘だんじり会｣を結成 して､新旧住民が気持ちを--つに集える場を設定したものであ

る｡伝統文化は､だれもが心を一つに合わせ られる力と他者との間に垣根を設ける特徴が

あるが､今回､世話人は ｢地車の担い手の確保に苦労 してお り､震災後に移 り住んだ人た

ちにも仲間に加わってもらいたい｡｣と呼びかけているO伝統文化の長所を引き出し､地域

づくりに活用する取組は､震災以前にはあまり見られなかった.

県内の伝統文化保存団体の集まりである T兵庫県無形 ･民俗文化財保護協会｣-のアン

ケー ト調査によれば､獅子舞なとでは氏子組織を基本とするところ 28%に対して､自治会

組織を基本 とするところ 49%と約半数が地元地区活動-と変化 していることが看取され

た｡また､約 7割が芸能大会なと-出演 し､交流したことがあると答えてお り､伝統芸能
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は単なる祭礼行事から地域コミュニティの紐帯として復活しつつある.

伝統芸能等､歴史文化遺産を継承 してきた集団には､祭礼を担ってきた首座な どの

ように､最小-村落､わずか数十人規模のものか ら､旧城下町のように､数十の自治

会を擁する規模のもの まであるが､空間的な領域を持っ伝統芸能なとでは､伝統的な

地縁が継続 している範囲､すなわち小学校区程度の範囲を領域 としている例が多い｡

この領域は､現在でも ｢地区｣｢コミュニティ｣と呼び習わされ､地域活動の基礎単位
として認知 されている｡

住民が重要 とより認識 しているコミュニテ ィやその表現手段である伝統芸能等の歴史

文化遺産の領域 とjTE離 しつつある｡そのため､その推進策等の補完的な取組が喫緊の

課題 となっているD

2003年 3月の ｢歴史文化に基礎をおいた地域社会形成のための自治体等 との連携事

業｣ ンンポシウムにおいて､歴史文化遺産を生活の中で活か しながら多量に保護 し､歴

史文化遺産を生み出した伝統的な地域文化に活力を注入し､これを源 とする新たな地域文

化を創造するために､｢歴史文化遺産活用推進構想 (素案)｣を発表 したところであるO

同構想では､活用の推進策について､ハー ド主体の ｢地域おこし｣｢まちづくり｣を柱とす
る 『魅力あふれる地域づくり』とソフ ト主体の ｢学舎づくり｣｢ふるさと観つくり｣を柱 と

する 『地域を愛するひとづくり』の視点から体系的に整理し､新たな文化財等の保護･活用シ

ステムのあり方cr)必要性を述べた｡今F=ま､構想に続 くその後の取組について､若干の事例を

述へたい｡

事例 l 北淡町の歴史文化iL産P壬tl面

北淡町では､来るへき町の合併に備え､｢魅力あふれる地域作 り｣､｢地域を愛する人づ

くり｣の視点から資産の保全の状況がどのように考えられてきたか､そして､今後とのよ

うに考えていく-きかを再確認 しようとしている02003年度には 『北淡町誌 (1975年 3月

22日発行)』関連資料を基礎情報として､北淡町内の歴史文化遺産の現状 と約 30年間の変

化状況を再確認 し､合併後には､新市における一体的共有認識の嶺戒のため､域内の指定

文化財報告書､文化資源の悉皆的調査､文化資源の調査ボランティアの養成､活用実践プ

ラ/､活用事業を継続的に行い､小中学生等の地域史副読本や新市民向け地域史の改訂版

の発刊等を計画 している

約 400件以上の有形の遺産を図化 し､町内各所に分布 していることを視覚的に確認 し､

また､伝統行事等の無形の遺産も聞き取り調査により町謀編集段階の大多数が残存してい

ることを確認 した｡ しかし､心象の遺産 (風景)は極端に変化をし､同じ場所を特定する

ことも難しい場合もあることを述べているD

｢町誌Jによると､北淡町の特色を表すものとして､｢処々の谷合に無数にある溜池と膳

棚式の水田｣をあげ､また､｢伊勢の森や常陸寺の存在は､我が国の山岳信仰 と宗教のあけ

ぼのを思わせ､われわれの祖先はここに心のふるさとの根源を求め､･I.多種多様な宗教

行事と信仰生活を展開しつつ､豊かな地方色を染め上げてきている｡｣と述べている｡｢淡

路の象徴として白砂青松と群れ鳴く千鳥がある｡.･･水平線上に白帆の姿を思い浮か-､

そぞろ懐旧の念にふけっているのは町民共通の感慨であろうG｣と当時既に個々の歴史文化

遺産はすぼらしいが､心象の遺産が変化してしまった様子を記 しており､心象の遺産は､

過去 30年間省みられることなく､変化し続けていることが確認された｡
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一方､活用の状況は､町教育委員会が行っている ｢総合的な学習｣の時間への協力授業､

生涯学習関係の事業が多く見られたが､歴史文化遺産を活か した地域おこし､まi=/3くり

へ活かす取組は､北淡町震災記念館に集中してお り､限定的であることが理解できた.

北淡町振興計画一後期基本計画- (2001年 3月)では､北淡町においでも各地域に古く

から伝承されてきた地域固有の文化か薄れていく傾向にある｡｣と分析されているが､心象
の遺産を初めとした歴史文化遺産の総合的な施策はまだ述へられていない｡そのため､新

市合併以降にこれらの//)栃を基に ｢資産台帳｣を作成 し､引画的な ｢地域おこL｣｢まちづ

くり｣を再検討 しようとしているo

これらの動きは､県内各市町教育委員会においても同様の動きが見られ､赤穂rfJ･生野

町 ･篠山巾等では活発である｡ また､柏原町においては､商工会が中心となった ｢立ちつ

くり柏原｣が長屋門､柏原藩陣屋跡史跡整備を始め柏原藩城下町整備構想と合わせて歴史

建築物及び近代建築物の利活用の検討委員会が設置されてお り､下級武士の屋敷の外観を

残 した民家の保存や登録文化財化なと､城下町の整備の一環として検討されている等､市
町部局からの積極的な取組も見られるようになってきている｡

Ⅱ ■例研究 歴史文化jl産活用研♯全

県教育委員会では､2003年 3月に 『歴史文化遺産活用構想 (素案)』を提案 し､昨年に

は一般向けの 『歴史文化遺産砥用フォーラム』を開催 した｡そして､2004年には､歴史文

化遺産の活用についての触発の方法と地域連携のあり方について検討 した｡県内を神戸 ･

阪神地域､東 ･北播磨地域､中播磨地域､西播磨地域､但馬地域､丹波地域､淡路地域の

7フロックに分かれ､地域毎に県文化財宝､各市町文化財担当課等により協議 し､9月に

協議結果報告会を開催 した｡

報告会では､各地域個々の歴史文化遺産の活用事例と特徴を紹介 したものから､具体的

に地域内でテーマを定めて歴史文化遺産を活かした連携事業の提案まであったo以下に報

告会の概略を記すC

報告事例 (l)神戸 .阪神甫 ･阪神北の3つの地域からなる8市 1町

神戸地域では洋館が､賑神南地域では近代建造物と灘を中心に酒蔵が多く残 り､早くか

らこうした歴史文化遺産が観光資源 として注目されていたが､現状では各行政区域内に限

られているとして､こうしたお互いが持っている資産をいかに連携させることができるか

といった視点が重要であると分析 し､そ して､連携を行 うにあたり､以 Fの3点を考慮す

へきとの意見の集約を見ている｡

㊨ ｢新たな地域性の創出｣ 歴史文化遺産の分野毎で行政区域を越えて手を組み､行政区域

内で完結 している資産の利猫用を広域な地域で1苫用することにより新たな価値を創造

(9｢情報の集約 と発信.提供｣各市町て作成 Lている文化財の情報誌.文化財マ ップなと､

市域を越えた広範囲で集約 し作成することにより､更に新たな形での発信が可能｡

③ ｢より魅力ある事業の展開｣ サーヒスを受ける側の人たちにより魅力ある事業が可能｡

なお､連携事業の推進にについては､各項日の事業を8市 1町全部で取組のではなく､

事業ことに毛点地域を設定する考え方が重要で､具体の事業の実施に当たっては､先導役

が必要と/分析 している｡
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り､問題提起や課題が抽出できても今後の行政-の反映や市町間clj連携 ･広域行政の推

進は難 しいことを痛感 したC

⑧ 地域によっては､残念ながら大字 ･博物館 といった専門の研究機関がなく､そのため､

専門家の評価を得にくいn住民が歴史文化遺産を活用 し､地域を活性化Lようとい う動

機付けに必要なのは､見慣れた風景や身近なものが実は素晴 らしい財産だとい う再評

価 ･再認識である.そのために､専門家等による再評価を地域住民に知ってもらうこと

が重要である.

⑨ 地域の歴史文化遺産等を今後繁栄させていくには､各市町が共通のテーマのもとに地

域グループ等で音頭を取 り特定の時期に実施する｡あるいは､全県的な地域連携による

歴史遺産活用の新たな助成システムを作る必要がある｡

まとめ

県教委がこれ圭で取組できた歴史文化遺産を活かした ｢ふるさと文化cT〕創造的伝承｣ス

キームをまとめたのが下表である｡各市町教委初め､高等教育機関､そ して､歴史系博物

館が歴史文化遺産の活用推進について､その重要性を認識 し､取組んでいることがいるこ

とが理解 できる｡

しかし､報告会でも指摘があったように､歴史文化遺産を資源 として整理 し､方向付け

を行 う段階が未整理であり､かつ､今後､歴史文化資源の再評価等-の体制の構築を図る

へきてあることも理解できる｡

本年度末から来年度にかけて､多数の合併が行われる′,歴史文化遺産は代替性のないも

のであり､多数の合意による ｢歴史文化遺産活用の推進体制Jが速やかに構築されること

を望む｡

丘史文化汝産を活かした[ふるさと文化のJI遠的伝帝｣の推進スキーム
F.:-1かこ■̀'.jrLでTdI.

F'-.i葦 .､･_;I:r_蚕 : .T.I.
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報告事例 (2)兼 ･北播JFの2つの地域からなる7市9町

北播磨県民局が中心となり r北播磨ツー リズム｣､ボランテ ィアガイ ト養成事業なとを

2001年度から実施 してお り､歴史文化遺産は既に観光資源 として付置付けられている｡開

発部局から歴史文化遺産を活用 して開発の質を上げたいとの意見が聞かれることから､歴

史文化遺産の組み込み方を調整すれば連携 して事業ができるのではないか.また､観光部

局では観光事業者等に様々な情報を提供 ･発信 してお り､文化財担当者からより資料を観

光担当部局に提供 し､発信効果を上げる必要がある等､文化財部局の取組が周辺の動きに

むしろ後れをとっていると分析 している｡

そのため､歴史文化資源情報を速やかに軽供すべきであり､文化財部局は地域の歴史文

化遺産の特性を整理 して､関連部局がより理解 しやすいようにすべきであると述へ､試案

を作成 している｡

JZE史文化光井什格

①各時代cr)｢史跡が長花｣する｡②大規模 ･拠点的な pr国宝･重要文化財等を持つ社寺が,L5在｣するC

③竜山なとの凝灰岩採石場がた在する ｢石ur)文化が展開｣するo④凝liC岩の採石場､銅山採掘跡をはじ

め ｢座業発展の足跡ーが残る｡S)鬼追い･屋台 法道仙人 行基伝承など ｢民俗文化財 伝承が多数伝

わる｣,音三木城跡･明石城跡をはじめとした rr赤松氏関連城跡をはじめ近世城郭｣が点在する_環･｢北

播磨には豊な自然｣が残るし

上記7つの特性をさらに軽輝･分類し､15のテーマに分けることができる. ｢石造物｣｢水利 溜地･

水道施設等)｢城跡｣ '集落 寺等の遺跡 歴史公園.資料館｣ ｢古墳 石棺｣なとである(

報告事例(3)*JL提案

なお､報告会における参加者からの意見は下記の通 りであったU

① 今までのような文化財の保護だけでなく､これからの文化財は観光資源や地域おこし

♂)起爆剤 として活用 し､何よりも住民と密着 した行政を展開 していかなければならない

と痛感 したO

② 歴史文化遺産の活用の推進を考えるにあた り､対衆は歴史文化遺産を活用 してくれる

一般の人を想定する必要があることから､従来なら文化財担当者は見向きもしない伝承

なとにまで取組､あるいは近代 ･現代の遺産である最近できた社町のコンクリー トづく

りのダム主でも項目に入れた｡そ して､その中でできるだけ地図を作 り持って歩いてい

ただけるようにしたいと考えた.

③ 特に淡路の場合は､民俗行事が日常生活に根ざしている地域でもあるので､こうした

部分から地域住民の理解 ･関心を高めていくことがこれからの課題になる｡

④ 歴史文化遺産の中で活用されなくなったものは､なぜ活用されなくなったのか｡歴史

文化遺産を活用 していく上でこうした視点は不可欠だと考えるCまた､活用できている

もの､活用できているがPR不足のもC7)､活用できていないものの区別も必要である.

⑤ 今回､県民局を単位 として地域ごとに検討 したが､テーマや共通する文化遺産が明確

になった場合､広域の共通テーマとして連携を図るべきである｡

⑥ 連携の狙いとして歴史文化遺産を資源として行政区域にとらわれない新たな地域の創

造ということが考えられる｡また､共通的な理解 としてより魅力ある文化財を活用 した

事業展開をするには､情報の集約､例えば周辺が判 りやすい共同研究や視覚的な広域マ

ンプ作 りの提案が必要である｡

⑦ 市町間の意識の格差にばらつきがあり､広域合併や財政状況等の各市町の諸事情によ

-10-
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播磨学渦所の欄をめぐって
播磨学研究所 ･清川真一

Ⅰ 足元を見直す時代

町の豊かさに 反比併するように 人の心は貧しくなった

いま､足元を見直す時代になったと考える

そして その手段の一つが地域学であると､確信している

ふるさとの良さを考えるべきだと患う

私たちが日常の生活を送っているところ､つまり風土を知ることが

私たちの ｢程｣になる

見土を知る-地域づくりに 放り入れるべきだと思う

Ⅱ 地域学とは

地域学 まだ定義はない

広辞苑 にも記載されていない

全く新しい 自然発生的な学問といえる

地方分権時代 地域の良さを知り伸ばす

･1970年代はじめ 地方の時代が叫ばれ

･1970年代半ば 文化の時代

･1980年代 本当の意味の文化の時代がやってきた

･このような背景の中で叫ばれ掛 ナた r地方の時代｣虹 中央があって地方がある

つまり中央に従属した地方という考え方だった｡そんなことでkL はんとうの地

方を考えることは出来ないと全Egで地域学が生まれた

･先陣を切ったa)は削 り学｡80年に耕JIr市が生涯学習都市宣言をしてからはじ

まった.それ以来ー r横浜学｣｢多摩学｣｢長崎学J r愛横学J r山形学｣
r江戸学｣など次々と実生する.現在､1千とも2千もいわれるが､実質.活動

しているのは100ほど
･兵庫県下 88年 撫磨学 90年に淡路学 但馬学

その後 ひようご学 神戸学 伊丹学 阪神学 丹波学 明石学 北播磨学

全国でも右我の地域学の盛んなところといわれた

･地域学は､地域が地域の特性を生かして､町づくり､人づくり.をしていこうと

いうものである｡この特性とは何なのかー私たちが暮らしているところー故井の

風土や歴史の中に求めて研究するものだと思う.地域のあらゆる文化を捲合的に
研究,瀬査､学問として捉える｡そこから生まれた ｢特性｣を 現代の私たちの

暮らしの中に生かしていこうというもの｡それが地域の活性化につながる

IB 撫磨学の歩み

･1988年 昭和63年に挿J#学研究会として発足

公開講座 18講座 のべ5万人 今年 r降臨師のふるさと｣

講義録の出版 11冊

平成5年に播磨学研究所として衣替え

サポートプロジェクト 個人の研究に光 研究支捷
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尼崎市における歴史的行政文書 ･資料の保存 ･活用について

報告者 辻川 敦 (尼崎市立地域研究史料館課長補佐)

尼崎市立地域研究史料虎の概要

尼崎市の文書館施設として昭和 50年 (】975)設匿｡尼崎地域の歴史に関する､以下

のような記録史料類を調査 ･収集 ･整理 .公開し､広く市民の利用に供しているD

尼崎市立地域研究史料館の収蔵史料 (平成 16年末現在)

古文書 ･近現代文書類 116,300点 歴史的行政文書 14,loo附

文献類 (地域史話 ･刊行史料 ･逐次刊行物等)103,320朴

地図､写真､絵集書､複製史料等

2 尼崎市立地域研究史料鋸における史料の利用と歴史的行政文書 ･資料

収蔵史料は研究者のみならず､広く市民や事業者､行政内部の閲覧利用に供している｡

平成 15年度の利用相談 (レファレンスサーヒス等)実額

来 館 電 話 その他 (メイル .来信等) I: 合 引

085件 350件 118件

I,302̂ 355̂ 127A

歴史的行政文書 ･資料は､さまざまな閲覧利用に際して基本的かつ重要な情報源であ

るDと同時に､他の種類の史料とともに利用できること､その際鮪の側が十分なレファ

レンスを行なうTとで､歴史的情報源として有効に活用し得ることを強調しておきたいD

3 歴史的行政文書 ･資料利用の実例

(1)市民による利用 - 公害 ･環境関係文書･資料の閲覧

尼崎の大気汚染公害患者 .遺族らによって昭和 63年 (I9$8)に提訴された尼崎大気

汚染公害訴訟は､平成 12年 (2000)高裁判決がくだされ､その後和解が成立したO

和解後､尼崎公害患者 ･家族の会は被害患者のケア,公害被害地域の環境再生に向け

たまちづくり､公害問題 .環境対策の記録づくりなと､多様な活動を進めているO

この間､史料館には､患者会と連携して公害史の調査と記録づくりを進める大学研究

グループが継続的に来館し､関係する行政文書等を網羅的に調査 ･収集しているトその

成果は､患者会や研究者のみならず､行政自身にとっても有益なものとなるであろうo

(2)行政による利用 - 公共施設統廃合と市村合併協定事項の確認

この間､尼崎市は財政再建プログラムを進めるなか､公共施設の見直し･再配置を進

めているO施設見直しに際しては､過去の経緯､市村合併時の協定事項や地元との合意

をふまえて検討 ･協議を行なっていくことが必要であり､担当課からはその都度､関連

情報の提示を求められている (庁内利用においても原則は各担当自身による史料閲覧調

査であるが､このケースはもっぱら館の側で調査し情報捷供する形をとっている)a

合併協定はすでに 『尼崎市史』史料編に施載されているが､さらに詳細が必要な場合

は､過去の行政文書 ･資料を検索して情報を洗い出す必要があるo
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237件 33件に支捷 ここからも新しい研究

研究起要 10冊

多くの地域研究会の発足 播磨Eg風土記 紙磨鑑 文学研

北拝辞 東播磨 明石のこと

･地域学 全国的な高まり

TV 地域学の膨らみ

･研究会 阿部知二研究会 研究誌

全国近代文学者大会

戦後地図を作る会 r姫路の戦後史｣

姫路戦後史研究会

括磨地名研究会 r古代地名は潜る｣

全国地名研究者大会

｢山の地名｣

･撫意には 11市 21町

文化には壁が無い

V 地域学の菓しき

･文化とは 作るものではない 自然に作られていくもの

地域学は その土壌を培っていくもの

Ⅵ これからの地域学

･現代の播磨を考えてみると

面穫 3700平方キロ 兵卓県の44㌫

埼玉県に次いで全韓38位

人口 約180万人 兵庫県の約35㌫

鹿児島県に次いで全国23位

大国の力を持っている

･いま私達に必要なのは.地域から発信するエネルギー

占い見七･度史から学んだことを

現代に生きる私達が一生かしていかなければならない

･播磨学は.拝顔の人たちとともに行う 新しい文化の実故である

古代から連綿としてつづく大国拝顔 文化大国の復権を

El指していきたいと考える

･播磨学の計画-夢

古い産史･風土の中で学んだことを

現代に生きる私たちが､生かしていかなければならない

新しい地域学の創設を呼び掛けたいと思う

･地域主格 中央^の発信

新しい視点に立って地域学の創造を考えていく

地域学にL 地域の人たちとともに行う_文化の集散である

地方分権時代の地域づくりをEl指してほしい

-14-

h参考柁 平 成 17 年 1月
地域研究史料館作成

尼崎市立地域研究史料鋸における

歴史的行政文書保存 ･公開事業の概要

事業実施の経韓

昭和37年 (1962)6月 尼崎市史編集事業開始 (総務局所管)也

尼崎市史編修宅時代より行政文書調査実施､歴史的行政文書を収集､保存O

昭和 50年 (1975)1月 尼崎市立地域研究史料館設置 (総務局所管)｡

尼崎市の文書館施設 尼崎および歴史的関連地域の歴史に関する古文書 ･近現代文書

類､歴史的行政文書､図書､写真､地図､絵葉書等を収集､整理､保存､公開.

尼崎rTl史編集事業も引き継ぐO

この頃より､毎年の廃棄行政文書よりの選別､収集､保存をルール化O

昭和62年 (1987)I2月 公文書館法公布 (昭和63年 6月施行).

平成元年 (1989) 尼崎市文書規程に､歴史的行政文書保存規定追加｡

(歴史的価値を有する文書の保存)

第79条 第76条第 1項又は第77粂第 1項の規定により廃棄することと決定した文

書のうち歴史的価値を有するものは､尼崎市立地域研究史料館 (以下 r史料館｣

というD)において､保存することができる0

2 前項の規定により､史料館において保存する文盲は､廃棄文書目録にその旨の表

示をしなければならない｡

2 歴史的行政文書の収集

(I)尼崎市文書規程 (及び交通局､消防局､教育委員会文書規程)にもとづき､毎年度､

保存年限が満TL廃棄される行政文書のリストを閲覧し､歴史的行政文書として保存

する必要があると判断した文書を選別､抽出して保存しているD

(2)収集した歴史的行政文書は､落冊目録を作成し､各課に通知o

(3)年間廃棄冊数約5,000冊のうち､10分の1にあたる約 500冊を選別 ･保存D

3 歴史的行政文書等保存状況

歴史的行政文書保存冊数 平成 16年末現在 14,loo柵

はかに､行政刊行物 ･資料類を日常的に収集 ･保存

4 歴史的行政文書の整理 .公開

(I)簿冊H録を順次整備中｡件名目録については､明治期文書より試行的に作成Tl■｡

(2)公文書館としての歴史的行政文書公開基準等の規定整備を検討中o

(3)現在は､現用文書の情報公開 (公文書公開制度)に準じて閲覧対応を行なっているB

5 その他の課題

以 【
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苅3【L,JB!史文化/TYJ)ぐrJJ七城'&抗的王達会し-/I-Lノ

r地域社会と行政文書｣

報r;-名 坂江 袋 (hi峠rl】立地城研究史料館嘱託)

(り はじめに

口報JtJ,肴 ･･史料餅の賦託とLて､埠と菜'rT政文茶の収集 ･保fF:､117銘日蝕の11伐等に従事
口火料丑fiが呪77-1集研する､l他後Uj釧jHmJにrPlする史料脚-のfH1

†知られざる尼崎｣の 例

(2)r尼崎市 ･鳩尾村合併関係文暮』
故11前に!.一書H練で L'凝 見J､占苔l)..から購入.
合併構想Trp.FのiT政叩､■相 の r偶人持ちソー/イ/し｣ として.たよたよ捕った丈斉

苔かれていかfJ身 -

･合併交渉の背景と手下持 敗戦問 i,/亡い叫に押上Lた ｢挺仲人N'l下J旅愁 (※池回春rFt)

･巾宮rFとの敵い ､合併誘致汁戦とlhl巾のビラにみるLj)JOT)イメ一一ジ

尼軌 田のイメージ rr澄沸l市JrH本 ill椎の'&い市jO r煤作と坪淡にまみれた街J
西宮市のイ メ-ソ r碓煉文化LLrELt;rhJI,一文教a;rh-i q ･財源の乏しいIh'J

l

･当館保イ】の才L政文 t̂群 二g)崎糊の号l政文方はJJL机 rたよたよ_.からわかる事実
er ld崎fl)の_祁授業'̂'施-Wljn20qll･代綾'1ム-3川 代前､Fにかけての f故略ii振FJI

締州止がr/-/1する雪喋

く3)行政文暮を残すことの意味

(ivl子j政文杏は.そU)時々u)白治休のJfr)ようをたど7J爺繋な平がかI)

I!行政文杏が消える｣- .L過去を知る平がかりがなくなる｣- ｢l∃治外の歴史 (子1攻
サーL/スの18領という地域追使)が消えてしまう｣

㊤地域性ftにとってQ)rr政文¶

･自ら威する地域祉会への理解を深め.さらに徒[づくりを進めてTTく上でt,窮要.

･ある地域に対する史n'Jなイメージや認識を,人々が作り卜げたり､典もしたりするた

めに托､巌低附の灸作とLて､r史料がiRっているj r史料を竣す｣ことが毛 単

一- r令IJF仇のこの地域は 一休と/Vな粥だ′)たの か)という鈍間

(4)行政文+を残していくために 一今後の課畑-

U行政文盲に対すろ泌乱やコンセ/サスのfZ日払

･行攻究省｢し そU)時々の施策との関わりで必些だから作成される-'Ir政丈船自体が第

･織の歴rjl史料､け-f火の過 度 ｣

･即 r]常や人/7'研究鰍対等の火たす役割の人きき (JrJf略やレクチャ-A.ztyを含む官′lJ協力

システムLT)梢牡の必要)

口LiT1.のIfnIが知られていない弔'̂T
･地道な努ノJの諮梢と､さらなるr｢比へのアLj-′レ
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行政文書を歴史遺産にするために

2005nnO 松本市文書館 福嶋 紀子

1 市町村合併をめくる全史料協の動き

第27-29回全国大会 (平成 13年～15年)の統一テーマ ｢21世紀の史料保存と

利用｣のもとで市町村合併と公文書保存の問題が取りあげられてきた

･ 平成 13年 11月28日 全史料協より総務省に､｢市町村合併時における公文書等の

保存について｣要請が出され､これに応える形で平成 14年2月 18日には総務省自

治行政局より､各都道月利尽市町村合併担当部長あてに､｢市町村合併時における公文書

等の保存について｣の要請がなされる｡

･ 全史料協資料保存委員会

①平成 14年1月24日 ｢自治体史編纂に関わる歴史資料の保存状況調査について｣

自治体史編纂に関わる市町村克てアンケー ト調査

②平成 14年7月9日 ｢市町村合併時における公文書等の保存についての調査｣

全国市町村 行政文書担当窓口宛てアンケー ト調査

- 『データにみる市町村合併と公文書保存Jl全史料協架料保存委員全編 (岩田書院)

③平成 15年7月 10F7 ｢自治体の保有する公文事の現状について｣

自治体史編纂に関わる市町村及び旧町村役場文事を保存する資料館等宛てアンケー

ト調査

- F自治体の保有する公文書の現状について-資料保存委員会調査報告書-』全史

料協資料保存委員全編PDFファイル (全史料協HPよりダウンロー ド可能)

2 旧町村役場文書の残存状況

｢歴史資料として重要な公文書等｣と永年保存文書

･ 合併前の ｢旧町村役場文書｣について

自治体史編纂妻 ･資料館 ･博物館 歴史資料

行政文書担当窓口 引き継ぎされた永年保存の行政文書

*把握できていない行政文書が過去の市町村合併で抜け落ちたもの

自治体史編纂事業と資料保存運動

･ 資料編をともなう自治体史の刊行が盛んに行われる1980年代以降､市町村レ-ル

での資料所在調査や資料整理作業が行われるようになる

-民間所在資料に対する､都道府県史による調査と市町村史による調査の競合

反面､近代以降の調査資料については自治体史によって公開性が高まったにもかか

わらず､都道府県､市町村ともに管理兼任を譲り合っている状況

*市町村合併で抜け落ちていく史料群

3 行政文書はどのように廃棄されたか

市町村合併が直接行政文書の廃棄につながるのではない

合併事業を前操とした行政文書廃棄がどの程度行われたのか

結果として残っていない旧町村役場文書

行政文書はいつ廃棄されるのか

作成母体の消滅､管理者の交替､引継が不 卜分

収蔵スペースが狭院､庁舎の新築 ･移転
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保存の必要性がなくなった

-･歴史資料としての重要性､行政文書としての重要性

｢歴史資料として重要な公文書等｣とはどのような文書か (②報告書の意見より)

･ 条例､規則､規定､土地関係文書 (土地台帳なと)､戸籍､雑事録､文化財関係

･ 自治体史の編纂に参考にした文書､自治体の歩みを示す文書､近現代史の編纂に必要

となった文書で､専門家が調査した文事｡

･ 各種イ-ントに関わる文書､工事の年代などが分かる文書､住民生活の様子が示され

た文書

･ あいまいで分からない､判断が出来ない､具体例をあげて欲しい

4 行政文書はどのように残されていくのか

教育委員会 ･資料館等に移管される公文書収集基準を持つ自治体の増加

-歴史資料の保存に立脚した資料保存運動の成果､自治体史編纂事業の成果

行政文書としての重要性に基づく文書保存理念で継続保存されてきた行政文書

-記録管理と一体化した文書保存､情報公開法の施行

性民への公開性､利用の側面では不十分､市町村合併が行われた場合管理主体が断絶

してしまうことが文書散快の要因となる

市町村文書館設立の可能性はり (②報告書の意見より)

･ 必要性は感じているが､財政的なゆとりがないから文書館建設は無哩

･ 保存したくてt,文書の価値判断を出来る専門職員がいないから出来ない (｢歴史資料と

して重要な公文書｣を判断できない)

･ 公文書の保存は首長部局の仕事である

･ 歴史資料保存の必要性は感じているが公文書館法に強制力がないため設立は困難 (関

西､某市)

･ 小規模自治体には歴史資料といわれるような重要文書はないので文書館なとはいらな

い (関東､某市)

今後の行政文書の保存には新たな視点が必要

｢歴史資料｣として重要な公文書等であるから残すのか (学術研究の素材)

永年保存の必要な行政文書として残すのか (行政稚貝の情報源)

一住民の一般利用に供することの出来る公共的情報源と成り得ていない

行政文書は誰のもの

歴史資料は誰のもの

自治体史の編纂段階で､歴史研究者が ｢歴史jをとのように描いたか

一住民にとっての ｢歴史｣が地域で共有されているかとうか

-24-



地 :岐 il一産 を め くIt る
/｣ヽ 野 市 二立二好 古 館 の 取 り 組 み

1 地 域 博 物 iLg の 役 割

①好古Jtの

tt故事 小野市好古蛤に就任 した平成 14年度の初め､■且から冊かされたのは年間

予井が500万円で特別展 2本､また企画展 3本､その他の事兼 も含まてれて
いるとの事であった｡さらに書 く事に､好古館は生涯学習詐文化財係の下部a

閑として ( )書きであった｡

なお､予井については平成 2年の開館以来から現在においても､同q予井の

中で年間事兼を展粥 して果たとの事であった｡この事業予井については､今E]

の肘故事ffから(み､新規事兼は-切詰められないとのM政当局の方針に従･,

ているとの回答であった｡

そこで,市長に直壊面鼓を*め r好古館Jの範*改羊と新規事兼*を+托し

た拝具､親織の改革については平成 15年度に改革の承諾を得る事が出来たb
また､予井については新規事Iは一切盗めていないとは一言 も言った事はな

いとの回答を得た｡

その回答で､市長を辛苦させる企再内容によっては考Jlしていただけるもの

であるとのJBAiにより､今後の新 しい拭みに展望が開けたのであった.

以上の轄具にもとすいて､将来の文化財行政と小野市民に果たすべき付物戊

の叔JAを発足する事になった｡

②好古Jlの

取 LJhみ 平成 15年まへ向けての新 しい展望が附 ナ.た方廿を基に､14年度までの好
甘廿を有理すると以下のjLりであった.

地廿の博物鯨として平成 2年の秋に帥付されて以来､書紀材長 ･学芸且 1名

■78学芸且 1名 とdi時任用t且 1名の少ないスタッフによって､ノ1､才のJE史を

解明 し､市民に展示 ･公開されて来た｡
しか し､JEしい休耕のもとで展示会を阿frして兼たが地域の甘QbJFとして肝
心の方舟が全 く考JLされる事なく12年間がihこされて来た.
この事故点の欠如によって､市民か ら親 しまれる好古仲からjBt L､市民の
点心が育れていったのでは*いかと患われた｡

何故､沌城のfg切付が地域と一件となって取り8Lむ事兼長押が出発なかった

のか不患Iであった｡

平成 14年茨の当初に平成 13年ZEのある時期において､何形TTの公民軽で

住民自身により村で引き姓がれてきた絵図 ･古文書等の展示会が叩JBされた事

事を古い斬冊を見ている時に未見 した｡このHiLの7a事に即 して好古JqのtA
および文化財係の■鼻にBElいて見ると､事者t鼻の 1人だけが見に行っただけ

で学芸且の誰もが知 らなかった｡

私は､この記事を見て好古館の■且 として大変悔 しい良いと魂念な気持ちに

打ち呑めされた｡また､地域のt+45付が率先 して実施すべき地域展を､地域住

民が自ら阿LLされた事に対 して復姓な気持ちであった｡

@市長から

見た好古JE 私が好古舟にh券 した時､小野小学校内にある好古蛤であるのに生徒が学校

事業として啓開していない現状を見て､なぜも.'と気軽に妨隅がよいのかか理
解出来なかった｡さらに､他の 7校の小学校においても同様の実作であった｡
そこで､学校か ら見た好古付のイメージをPlきたいとの思いで学校 (Jト学校

8･中学校 3･幼稚開 ･保育所)を訪問した｡その括果は以下の突付であーった
それによると､ r汝居が高いIr気軽に行けない芳田気Jlr仰々しいJ r展
示初について知 らないので行けないJさらに r好古館の表示等のチラシとポス
ターが送 られて くるだけである｣

さらに何の広報 も丸 く､その内容等がどの学年にitしているか等についても
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1河童は､某休みに日程発毛の上で地区担当の先生が出席 し､生徒を指導する

･調査研究成果は､図枚にまとめて一般に有dl宅付す る (女用は好古棺)

町の住民参加の調査によって得た成果は､好古館で rわたしたちのまち .

何形)として企帝展を粥催 した結果､小野市民は勿詮､加古川流域の方々に

も好評を得た｡

幸いにもこの企画展が文化庁芸術拠点形成事業として盗知 して頂き､補助

金を得て肺伸出来た.

しかし､この地域展は住民参加の地域展 として初めて拭みた企画展であっ

たが､国魚作成については年度の途中に租み込んだ事業であったため､予定

のべ一ジ数が確保出来なく､児童の作品を十分に生かされなかった点は悔や

まれた｡

平成 15年 6月､小野 ･加東ロータTJクラブの役月から′J､野市の文化発展
に寄与 したので､好古好で何処かを推Jtしてほしとの依渡を受けた.

迷いもなく何形町の区長に話を伝え後角会に図って頂いた結集､寄附金を

町お超 しの-攻として有効に活用する事 となった｡

そこで､役員全且か ら r何形展Jで住民一帯 となった車を表 し､自分たち

の町を散策できる案内板.現地の説明硬 ･散策標識の設定が決定されたb
住民の手で各政明を担当するとともに､A3版のカラー刷りのマップが町

のナ用で作成された｡
そこで､平成 16年 3月 21 (日)小野市長初め 250名の参加者を得て

､陰書式の閑用後､阿形町住民の手作 りの rお握 りJIと rお茶Jを持参 し､
14ヶ所を 1時間 30分の散策に地域住民を含めた全月が済申されたのであ

った｡さらに､ロータt)クラブでも有効活用された町方地しの葬に庸服され

ていた｡

地稚JEの

H 伴 2 平成15年ZEの地域Jirわたしたちのまち 中書J (暮科 2)
平成 15年Brの地坪康は､ 14年EEと同様の方軒を鳥暮し1葦 ･研究の成

成果を康也したものである｡
テーマは何形町と同 じ rわたしたちのまち ･中手.I､この地鼻の粥Aに当

たっては､町で実行手鼻会を結成 した上で実施 した｡
なお､ rわた したちのまち ･中春JIの開LBにともなう四海作成については

昨年の軟訓を生かし､文化庁から児壬の作品を別冊で 1､000部作成する
とともに､一般用の国母についても (500市)*料としてだ付 した｡その

作成*用ついては､文化庁の全額神助を受けた｡

今年度の地域長は､前年度と同杜に好評を得たところであるo

lttJLの

押 稚 3 平成 16年*の斗tJErわたしたちの壬ち 事EEIJ (文科 3)
地叫廉も3年目となり､全 2年間の成果を(みてさらに飛Jgすべき試みか ら
帥4書所を好古Jlか ら飛び出し､Zlai的に兼早 く対応 して行 く必要から地元

で軸催する書を役且会に申し入れた姑果､快 く了示して頂いた上で開催 した

今年LlのMdlについては,児童および町の住民の方々に自分たちの作品を

何時でも自由にEま して頂 く記JLか ら地元の会館で開催 したものである｡
しか し､地元の負担として会館の推持*は相当額にのぼるにもかかわらず､

便宜を回っていただいた事に鹿斗するものである｡

なお､この地域鹿を粥僧の夜間fq千 ･展示ケ-ス*送tの有助､また児

童用の国魚 (1､000部)と一般用の図良 (500部)t用については､
全句文化庁の補助を受けた｡

喧)3年AEIの

成JEと反省 この 3年何日こまって地域ff也JEの役都として地域と行政 ･学校が一叢とな

って地域の歴史等について握 り起こして来た｡ しかし､時間の制約と好古棺

の体制不足か ら当初に考えていた追求が不十分となり､欠点をさらけ出した
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全 く理解出来ない状態のままでは､気軽に訪問が出乗るものでは集いとの意見

を伺った｡

この様な内付については､好古棺として初めてBrlく事ばかりでした｡学校僻

でも初めて私が事前に訪問 したので学校の突付を話されたのであった (この意

見は､t且個人への意見ではなく租JAとしての船長への垂券が問われているも

のでした)また､一浪市民の方々におPは してもあまり逢ったものではなかっ

た事を知 り､今後の広報に対する取り甘みへの参考にな-,たのは､言 うまでも

ない事であった｡

④好古Bの

役 ■ 地方分椎が進む中で､地域では住民が行政と共同で地域の発展にかかわ りな

がら住民の自立へ発足して行 く事が今日の何方である｡

また､学校にもいては持合学習をgE岳的に利用 し､学びに取組まれていると

ころである｡さらに､一般社会においても生者学首に計葛的に取り収まれてい

るのが突付である｡

この様な社会何分下のもとで､地域における博物好の役割とはどの様な取 り

租みが待たれているのであろうか｡

そこで､好古鯨での投射が明書に浮かんで乗るのであった｡

@# LLl

好古兼へ 好盲埠か用蛤 した平成 2年軟からBEに 12年btjLぎた中で､入付着が人口の

1296前後で 6.000人台を地えること無 く今日を向かえていたのが実作で

､好盲汝への関心まであった｡

この突付を打破 しない取り､益々好古相か ら遵暮 して行 くのは明 らかであっ

た｡

ひいては､小野市民の万々に何を闘われているかを具体的に換証 し､市民に

才知される方針を打ち出す事が問われている4)であった｡

そこで､市民と共に歩む好古特として事集計iiを見直す中で､14年まに新

規事aEを打ち出す計帯に辞かった.

幸いにも小野市では､小野市史の発刊と市史JG事宝のスタッフがおられ各町

の史書料について事逢されていた｡

そこで､市史好事重と連携する中で平成 14年度の途中であったが､事兼計
画を変更 し､あるrlをjtぴ､地域展に取り8Lむ事になった｡

⑥地tJEの

辞 任 1 平成 14年Jkの地域JErわたしたちのまち 何形J (茸科 1)
13年 10月､′J､野市の南端に位tする r何形町Jの住民独自で絵図と古文

書を用いて､町の公民館で住民を対象として農奴されだ｡

この展示会の開催を新棚で拝見 し､長井､好古輪で再生N他し小帯市民に何
形町の康史を公開してほしい書を初対面にもかかわらず区長宅を訪れ､申し入

れた｡

この申し入れに対 して､役且会に国.'た上で連絡す るとの回答を得た｡

その後の連絡を得て 7月の役且会で､今回の地域展の主旨内容を艶明させて

頂いた｡その内容は､以下の為 りである｡

好古鯨で初めて取 り租む地域展で､町の歴史について一着良 くご存 じの住民

の方々と連沸し､舌代から現在までの丘史の歩みを書 く内容とする｡
また､こa)展示会を開催するには市史i暮茎およびノ】､学校 ･中学校の協力を

･拾鼠と古文書について時､市史■暮童が担当す る

･/ト字の弁明については､専門家にボランティアで依恵する

･古書の対tにともなう伐採は､好古頼■長と住民で実施 し軸tを行う

･ その他､町の席史については､町の児童がチームを組んでテーマを茸び自

分の親にHIくか､町の高♯者に向き取り7I壷を行い模造虹にまとめる

また､その作品比圭休みの3tJi研究として新学期に全校生に発表する

･披見は一児土が再査することについて輔佐する
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しか し､地場巌に蚊 りJiLんだ結果､町々から地域展を実施 した串によって町

で新たに三世帯の交経が出来るとともに､親 と子供､孫との生涯学習 ･抱合学

習の見本が具体的､且つ明半に薄&する康が出来たとの評省を得た｡

また､3地域の子供たちに炎逝した点は､自/I)たちの町の歴史について湘べ
た結果､初めて知る事ばかりであったが､自分の町を誇りに思うとともにもっ

と知りたいと思 うようになった.,さらに､この町に一一生住んで行きたいと思う

う様にもなり､銭金があればまた参加 して裾ペて見たいと思うとの感想文を多

数､簿せ られたO

なお､これらの感想文については､児塵の調べ冊子に全てを拘れ しているの

で参考にして頂ければと患う0

2 地 合 学 習 の 1 例
小甘市立来任Jjl学校の*含学習 (書科 4- 7)

平鉄16年 S月､兼任小学校 4年生の地合学封の-JBとして､地状を羽べる
テルマに講師として破顔され興味を持って車許 し､当日に出席 したO

その時､テ-マ伝に 4グル-プに分かれ私が担当したのか. r#史止まJで

可愛い4人の女の子であ･'たわ当初､ 4人i･見たときt'うなる塀かと心配 しま

したが､自分たちの町内に音場がある省について調べたいとの意気込みを逓 じ

､はっとした乳持ちであ.･'た｡

町内の横穴古墳を粥べ､他の古墳 も参考に見学 し灘ぺに当たった子供達の娘

心な婆に慮心 したD粥ペ後の 11月ー 4人の可まい女の子が好.=y館に来妨し､
成果のパンフレットと古墳への纂内版の没盈計面を肋き､またびっくりしたQ
また､古墳石室の人口部に手製の帆と兇学感想ノ ートも染液するとの事で､

この一速fi小学LJiの拳に､何かの形にして上げたい気持ちが下肥の紀事ですL.
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第3回 歴史文化をめくる地域連携協議会コメント(2005/i/30(頭晩路市IlL城邦研究妾大会議室)

被災地域の自治体 ･郷土史団体 との連携による地i或遺産保全活動

～台風23号による被災歴史資料 ･文化財の救済 ･修復活動を通じて-

歴史資料ネノトワーク事務局長 松下iE和 (神戸大学文学部助手)

l 被災史料調査 (パ トロール活動)とレスキュー活動について

①自治体 ･マスコミ.ボラセン-の呼び掛けFAX - 【参考資料 1】

②兵庫県 .京都府-の協力要請

･兵庫県教育委員会文化財重による ｢水損被害を受けた史料等紙製文イ朗寸の救出について｣通達//県政資料館による ｢県

内史料所蔵者情軌 の滑供

･京都府教育庁､京都府立総合資料館､丹後郷土資料館による史料所蔵者に関する情報や被災情報U)提供､粛査の同行
③郷土史研究団体-の協力要請 (-被災調査-の同行依頼)

④被災状況の確認作業 (-浸水域､所蔵者情報 (-自治体からの情報 ･自治体史･辞鵬 )なとを地図へ書き込み)

⑤被災市町への連絡 ･訪問 - 【参考資料3】
教育委員会 ･資史料館 .博物館 ･図書館なとから被災状況の聞き取り調査/史料所蔵者 (旧家 ･Lx=長なと)LJ)チ-夕提

供依頼/文化財審議委員 ･区長 ･史料所蔵者への連絡依頼/被災調査-a)同行依持
⑥被災史料所蔵者宅-の訪問 (パ トロール活動) - 【参考餐料4】

･浸水域に所在する史料所蔵者宅を訪問して史料U)有無･安否確認/趣旨説明の後チラシを配布/水損史料 ･汚損史料を
廃棄しないよう呼びかけ/ - 【参考資料2】

⑦水損 .汚損史料-の対応､レスキュー活動 - 【参考脊料5】日高町T家 ･出石H区有文書を1tX)OIS-以⊥レスキュ-

･被害の粗密が軽微な場合は応急処麿の指導/程度がひとく処置に囲っている場合はレスキュー

･防カヒのために史料にLタノ--ル噴務後､史料をヒニー′レ袋に密封して詰め､段ボールに収納､大字ノ＼搬送

･乾燥処理終了後､所蔵者の生r吉が落ち着いた段階をみはからケこ返却 (所蔵者とは ｢借鞘蕃｣をとりかわす)

※被災史料調査は地元の協力なくして不可能- 【表 1】参照

※所蔵者の意弧の高さ 白力で陰干し.乾燥､2階-の避難､高い立地なとに上り保全
栄-JJで､多くの廃棄事例 未指定､水損､水損はないがこq)際に処分-早期の被災地入りに上る保全の必要 性 '
※被災地入りをいかに早くすすめるか-早急な現他組織の立ち上げの必要性 被災地入LJの時期についてぎリぎりの選択

･災害ボランティアによるゴミ出L-誤って廃棄される可音巨性-ボラ/ティ7セ/タ一 ･社会福祉協議会に呼びかけFAX

･jミ出しの無料イL/廃棄の対象となりや ㌻い水損汚損史料

･災領救助法の適用-家屋 蔵の公費解体に上る資料の廃棄が1う-むので注意

･早急な修復措置が必要な水損汚損史料-カヒの発生や水損汚損によりコミとして廃棄されべす い cf地寮での被災史料

･｢史料どころではない｣とおっしゃっていたお宅 (日高町T家)から5日後にレスキュー依頼の電話があった

2 修復作業について - E参考資料6】

(丑乾燥作業ボランティアの確保

･ボランティア登録制度U)活用､ll/8-12/27計2〔)日間でのへ約200名のボラ/チ (アに上る乾燥作業と冷凍前処理
②関係諸団体からの協力 ノウ-ウ･物品 Iマンパワーの僚供
･京都造形芸術大学/史料ネノト構戒歴史学会/文化財修得関係団体 り cP･文化財保存修複学会なと)/県内公機関

(萱)被災程度の軽微なものはキッチンペーパーによる吸水作業/激しいものは防カヒのため即冷凍保管

･乾燥済みの史料は京都造形芸術大学 (F]高町M家)･神戸大文学部 (Ej高町で家 出石町Hri有文書)にて保管

④冷凍保管倉庫の確保 西宮冷風 こよる冷凍保管ス-一スC77無償提供

･日高町23箱 ･Ltj石町 19箱'Jiの段ボー′レ箱 (7ハレソト)- 【参考餐料77
⑤美空凍結乾燥機による処置 (修復機関 ･乾燥機関の確保)

･兵庫県埋蔵対 tilオ調査事務所の協力 け /フルによるデー一夕収集-冷凍保管している水損史料U)乾燥と乾燥先の斡旋)

※人的 ･物的 ･金銭的負柏U〕大きさをいかに減らすかつ

※各都道府県レ-ルて処理できるような乾燥 ･修復体制が望ましい
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3 被災史料調査 ･保全 .修復体制の構築に向けて～｢いつだって次の災害の前｣
(王地 元でのネットワーク作り 単純だがお互い顔見知りであることが重要

･住民組織との′)ながり 郷土史団体/古文書を読む会/歴史サークル/ボランティア組織なとU)活用 .協力要請

･行政の文化財担当職員同士とのつながり (教委 ･自治体史編纂室 ･史資料館 .文書館 ･図書館 ･博物館なと)

･地元大学とのつながり

･文化財保存修復機関との連携 保存科学系の大学研究室 博物館 ･美術館とC/)連絡/埋蔵文化財処碗 設との連携

②史料所蔵者への日常的なケアを 積極的に地域にはいる

･特に自治体史編纂の際に悉皆調査を (-被災史料調査時の調査台帳となる)

･所蔵者の史料管理状況確認､日常の保管法 .被災時の処置法の指導 (虫干し/水損汚損しても廃棄しない上う呼びかけ)
※直接的な災害による消滅とともに､所蔵者代替時 .載建替時 ･合併時 ･水損 ,汚損時などの際の二次的廃棄E=注意 I

③より耕種的な被災史料折壬へ 被災情報を待っだけではなく

･地域防災計画内に文化財の項目を (-被災文化財保全活動を復興業務U)一環へ)

･指定文化財だけではなく未指定も視野に入れた保全体制作り

･史料目録の整備と更新 (-編纂董LT)もつ情報cT)引き継き､史料所蔵者V)確認作業)
･災害時に連絡できる体制の確保 (-区長連絡会を--スに)

･広報の利用 (･･･-･記者発表､広報紙､地元CATV､区長苑回覧なとてU)呼びかけを)

※被災史料調査時の壁～二つの ｢大丈夫｣論に注意

･:17旧家は商い立地にあるC')で ｢大丈夫｣-確認なしでの判断は危晩 高いJ土地でも)土砂崩れや鉄砲水による浸水障害あり
(Ll被災の連絡がないU)で ｢大i:夫｣-所蔵者は水損しても連絡しなし､†窓口を知らない T連絡する暇がない

【表 1】被災史料調査 ･救出活動一覧

ZIjH 被書状況

亀岡市 作 fT看)

日高町(111) 芸J三/'ラ慧 慧 憲 ,慧 芸.;,l F

/､聯 ′

:fl江湖

1頒 町(ll,6) 水損/LL ＼呈㌫ 芸㌍芸≡誓 侃 rR醐 ト馴 ?

,'fL

町.日高町

出石町(u/18) 水場2作

(こし

粕 市

力叶絶町(12′23)

(※1,10現在のナ一夕 1112に第1凶舞鶴rlH河鹿 1/13に第1回福知山佃 査cr,T左)
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合併 を経験 した立場か ら JIL7.I.30 薙父.TJJ紫fTを【ユf: T一本 遅

日 養父市

井父桃4田J(八鹿 ･兵父･入城 ･関宮)と焚父耶l_,L;城群務約介 (消防 ･ゴミ処DF･
しわミRLP里等)が､平成 16年4月lrl介併 し､仙八鹿町役場をr17J役r9千本TIJ食として
.lJJ.驚した 雌繋耗済淡 ･尾父rFi鞍伴奏員会等はl什美父Mf牧JIBに設降し.市役J好の'J)
Ji-令として馳走する､養父7tlの人目29.722人 (H16t2)､両横 422km)でLn鵜の 198

%をしめるE
fl川;では昨年･IFfに lf7)は町から21flI4叫となり./-T隼JJH Hには.'3lFJ二川Jに
激減する､rFtifzけ)人合川から 50年i･-て､,l′r戊の大介岬を迎えた√税Ti=(I)豊r.Wlf'A

260%である_LLLB盲o)i叩｢が手,つ L地が広(-⊂人rlが少ない.fll齢化 した過疎地城 と
いつ'R態が加速される心配がある.

12)休捌
･炎父IfT助命をil余事寸会放fl-課文化肘係
(合併前) 止三職5人 (尊は2･服務.日 臨職3人 (馴 T)
(分川縄) 11鵬2･T.(rW r) 臨職3人 (.IllT)

･丈化肘蘇議奔出Ift 27人 (1町)かL-,R人

3)指定文化財等の散

Jt冊｣ 鬼父i 人犀∵ 悶'A-1 命計臼

12 ln .12 ーり 4,I

Jヽ () 20 .I_iO 98

44 1 :)｣ -ll 15()

合川l√iIJ-11きないlL'文化財

4)課類
･文化財f郎ULLlダr 抜本的にIU⊥lRrJf71_(▲Llで/I)胤 町d)公ほ酌等･iH軒二分他

介桝に上る'fr政井さか/)腐敗
･大難..己念物U)Jil漣 犬然..pじ含物の数 Ltl指定3イ!i 娯指定 17L′1

史跡の牧 国指定2件 県桁定 711

1特色のある文化財 什IJtを他Ll)nT.胃にふる.文:†手があるJT.a)とないもLl).
篭りIT.q)ないLt･車は.日本が消えてい(

･文化lH見1.-'案内 -1Jl･.-7月に城跡や,目角で 1.-llIF,
･叩威J.化tIイ 測杏杓tJ'(者 LEjL品V)照fJlと･f呆符.
･文化肘関係施設 施fLrltT)7.T,川

5)文化財の仕事とは何か
･1化肘のL15Ilを少J亡い人汝でど･)進めるのか√
･史化桝V叫事当暇Eiと11-Rとの抑離 t)開いていく,
･ILlFq)マニ:llj'/レ化一
敗とF'tが多く7'LJって.韓験や体験をだけでIとやっていけ/fい

･文化財Jj化L附土 4町と IIJこ城できよざまである
文化相/iJ/iかした則/jくりJJ法も継承されるもU)と､されない幸JJlができるr
IHd叫の文化肘を'1''JtしたHlr/5くりと,凝りIの文化財をJiかした町づくりは .
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養父郡合併 協議会 回答

I-啓 載事の侯､★金におかrLましてはますますご汁

拝 のこととおJEび申し上げます｡平*l土格別のご端正を

Llり､JFくお礼申し上げ*す.

さて､JEl｢平成の合併に伴うf里fqについて｣の
申し入そいたださました.

fi市の名称につきましては､ご手知のとおり書父書l住

民を中心に公JFしているところであり､小委Jt会での名

称侯7AiA定を桂で合併由■会において決定することとし

ております｡また､そのfLかで旧TT名､字名についても

牧TlされることとfLります.

小事JL金串JLにつきましては､也■会垂JLの中から■

任することとされておりますので､+研究会のtu する羊JL牲■舌を加えることはできかねまナので､ご7群い
ただきますようおYいいたします｡

しかしfLから､小委A金では必羊に応L;て香A以外の
書を出d;させ▲鬼を求めることができる旨の規定があり､

今故のJLAのfJかでその必安佐も*付されることとなり

tす｡

また､BE史的t科のfJZ良存書にBlする7恥 こつきま

しては､JttrLご書見としてー今牡のf考とさせていた

だきます｡

今後とも､JE父郡の合併協9Lにつきまして､ごE点､

こ'助言Laります上つ上ろしくおJrい申し上げます.,

ZI白

平成15年)月23EZ
t父都合併也JA全
会A 蛎 下 暮 幸

胤I史研究会

会長 抽 R] 且 練

要望申入事項要約

析市の命名にあたってIl､丘史的地

名を■1すること｡

(D 折市名投定の暮■金に推JIするサ
JL抜♯者を加えること.

◎ 折住居*示の投定は､nJ古川方式

(現れ名をそのまま使用する方式)を

館 うこと｡
攻市rT資料のホ市への引tについて
① 新市へ拶f併存すべきや掛 ま､R

書をつけて引き稚 ぐこと｡

① ホ市は､受け入れた引七書科をf

gする公V]■叫を投JEすること.
古文tの塀■と保存 ･活用について

(D 古文T (書手 ･コピー)を41JtL､

分敢事理､保存JA所の4保育の保存

と活用について公的に処gすること｡

② 古文書の発掘 ･収Jt･コピー･分

ASE理 ･折本作成fiどのJt件的作Jt

については､但Ji史研究会及び仝且

がB力する.

ポ市に公的dBIとしてのt科宝 (仮

淋)を投tすること.

(D 古文書及び現代行政t科の収弗･

毛JZ･活用｡
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○補足資料

資料 1 地域歴史資料の古書店への流出状況

<但属 国 >

七美都射添庄大庄長文f 6舗 55冊 元禄-明治 750,000

七典耶 ｢′ト代庄】鉄山 故事届虹文 4通7冊 明治3-5年 150,000

七美郡福岡正大庄屋文書 7通3冊 弘化一明治 35,OW
Ol来耶佐中村S蒙文書 4舗 67冊280通 元和一明治 650,000元和検地帳

<*LB国>

輯東部林田書簡 ｢T家)村々文書 林田書玉串史料

325通 140冊 X文一明治 2,500,000

宍粟那井安耕村 ｢S家)文書 1輔480i由32冊 明和-明治 L50,00()
<淡路国 >

書名前角川村 ･万集村文書 1銘56取 手和一明治 280,CKX)

2004年6月井手鼻書店古書日舟より

資料2 日本の自治体変)のモチ′レ

近 世 近 代

(ESl) 府県

書 代官所 甘

(800余)

大庄丘租 世代正長組 町村

牧前1万5千隻 8鼓3干強

村(8万) 区.大字事

村内JL団 村内JtBl
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追加実科(佐々木)

合併と文化財行政に関するアンケ十 (2004年8月3E]発送)の圃収拾

歴史実科の保存･活用

①保存菓料の耶 リ①保存基準の有無◎地域歴史糞料を活かした取組め
合併をめ<る問題

①合併自治体間の公的交流 ②合併後の決哲 ③合併後の人見配旺 ④大学への期待

1) Ao

A-② 保存基準は矧こなし｡文化財についても特になし.一応自治体空将集に関係するものを保存.

A-㊥ 地域の小中高とPTAが郷土史を顕彰する団体と矧こ郷土史学習
8-④ 大学とは､文化財の調査研究､文化財講座の講師等さまざまな分野での浬携が可能.

2) AI

A-① 保存基準なし｡

A-◎ 歴史研究芸を中心に古文書の警理等｡

8-① 合併をめぐる協鞭･交流はなし｡

3) A2

A-㊤ 保存基準なし｡

A-㊥ 歴史民fB資料臨友の会が存在するが､史料を活かした取り組みはなし.歴史教策等はやっている｡

8-① 教育委員会が郡で共同設置のため､担当書芸･文化財審蘇委卦連絡協議会がある.

B-② 各自治体で保管されている古文書等が保存に適した施設への移管.

B一④ 講師派遣､文書整理等への学生創 0.

4) A3

A-㊤ 保存基準なし｡

A-㊥ 住民により地域の歴史を学ぶ勉強会を定期的に行っている

8-(D 昌併願講あり｡

5) A4

A-㊤ 保存基準なし.

A-③ 地域歴史資料を活かした取り組みなし.

8-① 合併協議なし｡

8-① 当自治体は現在,事務担当者のみであり､埋蔵文化財として発掘した成果DC'Dについても倉庫保管してい

るのか現汎 新自治体での取り組みに期待する.
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8-㊤ 課題として､自ノ台体指定文化財に苅する補助金制度に違いがあり､統一した制鳳こするための検討｡

史料等の保管については､吉白矧本の保存施設を活用し､種斐萱等により分rlて分散管王里する方向で協

業中.

B一店)合併後は､教育委鼻音文化横興課=文化財係十地域文化係になる予定｡

12) 81

A-(丑 保存蔓準なし｡

A-@ ふるさと講座あり｡

B-(∋ 合併協議会事務事業等一元化綱吉協議｡

a-① 合併後は､資料の保存･保管場所､編入してい<自治体の自JC,LA体空の発刊が終了していない中､自治体

史の発刊が終了している自治体､していない自治体があるので､どのように自治体EE'を発刊していくか

の問題がある｡

13) B2

A-㊤ 保存基準なし｡

a-① 含併協議会は休止状態である｡

8-(彰 講師派iE.

14) B3

A-檀)保存基準なし.基本的に自治体が重要と粗めたもの｡

A-@ 地域更科をいかした取り組みは､肥涯している中では無し.

a-(D 合併に備え 担当者会で各自治体の現状の話し合いを行っている｡

B一任)住民苅最講座等の講師派遣が-番大きな役割になると思う.

15) Eh

A-④ 主に常設展と小学校社会科協力展として､もかしの等らし屑を実描.財政事情の厳しい状況下にあり､
常勤l名しかおらず､企画展の取り組みが出来ない.

B-① 合併協議内での取り組みなし.

16) B5

A一任)保存基準あり｡自治体の歴史･文化･生活.産業等に関する資料･

A-@ 古文書に親しむ芸あり.

8-くり 文化財担当者会あり｡

B-㊤ 文化財保韓熱帥文化財審議委員会の調整と再編｡歴史資料の純真･収集担当部届の整備･歴史賃料の

保管場所の権保､保管点淑･内容等の肥嵐 現行の歴史資料館等の施設の維持管理形態の調整と再編.

a-⑥ 教委手持局での複数の専門職鼻の配置､歴史資料寵の専門職鼻の配置を要望しているが､

現状では未定.

8-④ 地域歴史資料の所在調査､収集整理作業の協力､古文書の解読作業の指導｡

歴史資料の活用事業(講座.講演会･見学会1本験会への協力)

-59- 179

6) A5

A-㊤ 保存基準なし.

a-① 言僻協紙芸社会教育分科会文化財事務調査班会議がある.

B一④ 合併に関する課題としては､各自J台体の指定文化財(矧こ自治体指定)件鰍こばらつきがあること.保

存･伝継に苅する輔的金制鼠

8~④ 大学が地矧こ対してどのような活動が可旨巨なのか､具体的に知らせて欲しい.

I)A6

A-㊤ 保存基準なし･ただし既に所蔵している資料については原則として収集しない.

A-④ 地域の子供を対象とした考古学体験講座.

8-① 吉例協諌芸社会教育分科含あり｡

B-㊤ 合併に関する課題としては､行政の力関係により議院がなかなか咽み合わないこと.

8-④ 合併後､文化財担当部局は本庁で一本化されるが､担当者については名緬合支所内に配置される旨を

協議中

a-④ 調査保存に関する指導･協力､自‡釧本にある文化施設と0)情報の共有化､住民対象講座への講師派温

8) A7

A-㊤ 保存基準あり｡地元の歴史に関するもの.鉄道･交通に関するものは近･現代の資料も含む.

B一④ 古文毒等の史料償料こ対してデジタル化保存｡また保存方法についてのアドバイス｡

自治体と浬携LTE地域 文化財資料の蓄乱

9) Aる
A-㊤ 保存基準なし｡

8-① 昌併協議の中で文化財関係については各自治体の担当者が話し合っている｡

B-㊤ 補助金の対象基準やその額が各自治体で違っているため､それを均-にするか否か.当面は各自治体

の基準のままで対応するとの矧こなった.

8-⑨ 担当者の配置は全く変わらないガ､その部署が必要であり､人員数について引士事JEにあった椎保が
欠かせないとの認識で一致した.

10) A9

A-(参 保存基準なし.

A-③ 住民の手による自治体史の資料作瓜 住民が自治体空編集協力者､自治体史編集要具として参DD.

a-(D 法定昌†井協議芸にともなう教育都会.

ll) Bo

A-② 保存基準なし.

A-④ 日掛本内5地区のうち3地区には､歴史に詳しい方々が集まって史談会という名称の芸を組恭乱歴史関
係の学習･研究を行っている.

8-① 事務調整の会議あり.
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17) 86

A-① 保存基準あり.出土適矧こついてra県教委の出土遺物取りほい基準による｡

良-① 北極贋文化財担当者会､播磨文化財担当者連絡協謙芸.

a-② 民兵関係資料においてほ､合併により同じものが増加した場合の取り扱い.現在すでに生じている文化

財苅応体制の濃淡をどのように京阪していく仇

8-④ 地域歴監資料を周知してい<ための万策の教示､'iS師派濁､宍同調査研究.

18)87
A-㊤ 保存基準あり｡マニュアルを規定｡

Al(丑 固古館主催の月1回で､自治体史で収集された古文書を読む芸を開催(入門+中級の2j一ス).

随時で考古学体取合を開催.

a-① 合併協話合あり｡ただし基本線のみ.具体化は合l#後.
白-① 課題をあえてあげると､各自治体ごとに基準の異なる指定文化財の統合と整理.

8-④ 特になし｡

19) BB

A-② 保存基準なし,

A-① 地域歴史資料を活かした取り組みは､今後検討していく.

8-㊤ 昌供後の栗料の集約化をどう図って行くかが課題｡

20) 日g

A-(釘 保存基準なし.

A-④ 地域歴史資料を活かした取り組みなし｡

自-① 生涯学習課教胃委員会郡で訊E協就中.分科会が担当者.専門部会が課長.

8-① 合併後､全体としての梁料館を建設する予定は今のとこう無し.資料保存については各自治体で保管す

ることで同芸｡新自治体になってから横言寸予定.

a-④ 相談業路.

21) Co

A-㊤ 保存基準なし.

A-④ 観光協会による｢観光ボランティア｣の糞成(歴史中心).

8-① 担当者間で協議中.

22) CI

A-② 保存基準なし｡

A-① 博物館施矧こある賃料は､-鰹吉に対して閲覧の便宜をはかつている.

住民自身による取り組みはなし.

B一① 担当者レベルの脇薪･調整あり.

8一① 大学の主体的取り組み.J展iEや相識など-歩きがったものではないもの.
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23) C?

A-1か 歴史賀料としての保存のほか､通常の公文書等としての保存があるが､どちらも同じように大切である

にもかかわらず､合併を自矧こして-斉に大t原票される危険性がある｡また合併しなければならない

ような財務不足の自治体では公文書脂も困難.

A-② 保存基準なし.

A-㊥ 自治体文化財委具合､古文等の会､歴空をつなく会(自主研究､書籍発行)
8-年)社会教育分科会で協鼓中.

8-㊤ 歴史に関する住民の温度差があるほれ 対象分野の速い､合併までの歴史の遷し1､住民活動の遠いとそ

れを支渡してきた行政のスタンスの違いなどかあることから､S後､合例をめ<.り細部にわT==つて調整し
ていく必要がある.

a-④ これまでは1人が社芸教育全鰹をカバーする必要があった.合併後はある程屡分野が狭まり､軒 ヨ的に

対応出来る部分が生じると患われる.また人的配置も未公開であるガ､合併後数年かけて3/5程度に棺

小してい<計画があり､十分な対応が出来なくなる可能性がある.

a-④ 合併前の砲兵や自治体長への資料0)保存活用研修への調節派漣.発料保存の環術的な初級研修輔師
派退･集料の価値茎拳､分筆頁等理などの方法の指卦 u)育.学生などのマンパウ-を活用した緊急保存

措置(廃葉前の対応として).地元研究書との連携による地域の歴史のvI8b楕弓削ヒ､lT0)推進.

24) C3

A-1丑 保存基準なし.

A-◎ 歴史講演会､歴史萌座あり.
8-(D 郡教具委員会文化財担当書芸がある.

a-㊤ 既存の歴史資料館を統合して捻合博物館を建設し､糞料を一括収集保存した方が良いのかとうか.

a-② 新教育委員会地域文化財喋文化財原で3名体制になる予定.(6自治体が合併)

B-(彰 古文書の悉皆調査等に関する指gr書派漣や相艶業務.

25) C4

A-㊤ 保存基準なし.

A-㊥ 地域歴史資料を活かした取り組みなし.

8-(⊃ なし.

26)C5

A-㊤ 保存基準なし.

A-④ 読み聞かせボランティアによって､郷土の歴聖を学ぶ線毛の提供.

日-① 郷土史の追壕と編蕪を行っている｡

日-@ 合併協鼓の課謀として､維持管理についての折-をはかつている.

8-④ 合併により､従来の人見不足ガ漁労か解消できる.文化面の妹が設置される.

a-④ 発見された資料等成果昂の研究と租各会など地域学習会への儲九
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27)C6

A-① 保存基準なし.

A-③ 古文書を現も芸を実施.

Bや) なし.

EI-⑨ 合併後は教育委員会社会教育係に配置する予定.

8-◎ 歴史資料への相談薫汚(保存指導など)｡自治体主催の講座への講師派遭.

28) CT

A｣宮 保存基準なし.

Al④ 以前は古文書を読む会を開催していたが､現在は休止している.

BlG) 協兼tB関あり.

白-㊥ 旧自治体における地域歴史資料の整理･保管と合1#後の保管場所の確保をどうするか､また担当職鼻

が配毛されるかどうかが探題.

8--㊥ 教育委具合部局になるか､生涯学習釦局になるか未定.
8-④ 住民苅最講座への粥師派漬してもらえれば､保存活用を含めて生涯学習の推進につながる.

29) C｡

A一任)保存基導なし.地域にとって重要なもの.

A-③ 住民主体としては無いガ､郷士筆料韓を主体とした調査研究､研究発表を行っている.
B19 箕料･文化財取扱調整､条例規則調整が奉る.

8-④ 宋料の保管場所の確保問題.分散ではなく-箇所で保管管理できる場所の確保.

Bや) 資料要理｡

30) C9

A-② 保存基準なし.

A-④ 住民の取り組みは特になし.

a-㊤ 旧自治体の行政文書が合併後にきちんと保存されて行くかが珠題.現に本自治体ではファイリングシス

テムの導入により､保存買那良の過ぎた文tは葉てらという体制になりつつある.者課へのOg･ぴかけで何

点か古い役場文書は救済出来たが､すべてに対応する余裕がなく､知らない間に行政文書が蘇葉され

ていると思われる.

a-① 自治体L/ベルでは学芸鼻等の専門相異採用はほとんど無いので､他部局への配壬がえは当然考えられ

ると思う･自治体史は事業が摂われrま､部屋は無くなり､文化財担当に資料等が引き継がれることにな

るのではないだろうか.

a-(多 歴空資料の活用についての助言.指導.学生等による古文看貫理のボランティア酒乱
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地域の歴史文化資産の活用
ニ ー 市町村合併の動向を踏まえて -

兵庫県教育委員会文化財室

村上 裕道
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ー歴史文化遺産の発見

･歴史文化遺産資源台帳の作成

･調査者の養成､支援

●価値の共有

･歴史文化遺産セミナー

･歴史文化総合学習

一活用計画

･歴史文化遺産活用マスタープラン

.活用の裏技 - 魅力あふれる地域作り

地域を餐する人づくり



ー史跡が点在

一再宝･t蔓文化財等をもつ社寺が点在
一石の文化が震桝
.産業朱鳥の足跡

一民俗文化財･伝承が多数伝わる
一赤松氏綱遵城跡をはじめ近世城郭
一北播Jl地域にはtかな自然

一昆虫疑麓の開催

おもしろ肴古筆フォーラム(中町)

一緒淀文牝謝鯵墾現場公租串環
浄土寺鐘楼(■.小野市)､

一乗寺本土(由･加西市)､

清見専鐘楼(■･加西市)

中町おもしろ書古事フォ-ラム
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① これからの文化財は枚光井源や地

域おこしの起dL刺として活用の必事

② 歴史文化iL産の活用の推進には､
伝乗や近代･現代の遺産まで取り込
む必軍

③ 民俗行事が日常生活に根ざして
いる地域でもあるので､地域住民の
理解･関心を古めていくことが必事

⑥ 歴史文化iL産がなぜ活用されなく
なったのか､こうした視点は不可欠

⑤ より魅力ある文化財を活用した事
兼展開をするには､什報の♯釣､判
りやすい共同研究､視X的な広域
マップ作り等の捷案が必要

⑥ 市町仰の*椎の格差にばらつき
があり､広域合併等の各市町の椿
事什により､市町仰の連携･広域行
政の推進は困難

⑦ 地域によっては､書門の研究棟
関がないことから書門賓の再評価
が困搬

(参 地域の歴史文化iL産等を今後
東栄させていくには､各市町が共通
のテーマのもとに地域グループ等で
音頭を取り特定の時期に実施する
必要

⑨ あるいは､全県的な地域連携によ
る歴史辻産活用の新たな助成シス
テムを作る必要
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